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◆まちづくりの基本理念及び将来像について 
 
 
 
 

まちづくりの基本理念は、鴨川市のまちづくりを進めるに 

当たっての根本に据える思想・考え方であらゆる分野の施策 

の根底に息づく共通の理念です。 

このため、現行の第１次鴨川市基本構想で基本理念として 

位置付けられた「交流」「元気」「環境」「協働」については、 

現在の市民意向を包括するキーワードとして踏襲するととも 

に、近年、特に自然災害等に対する安全性への意識が高まっ 

ていることから「安心」のキーワードを新たに追加して、第 

２次鴨川市基本構想におけるまちづくりの基本理念としたい 

ものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「あらゆる分野の施策の根底に息づく共通の理念」として「(例)教育分野」では以下の取組みが考えられます。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

将来像は、鴨川市の目指す姿を示すものであり、鴨川市のまちづくりの象徴となるものです。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  本市は、温暖な気候と豊かな自然環境、新鮮で豊富な食材に代表される貴重な「自然」資源

はもとより、充実した医療・福祉・スポーツ環境や特色ある保育・教育環境など、まちづくり

の基盤となる地域資源を多数有しています。 

これらの資源を最大限に活かしつつ、あらゆる背景を持つ人々による豊かな「交流」と、本

市に関わる全ての人を主役とした協働を大きな推進力として、地域全体が、住む人も訪れる人

も元気になるような「活力」にあふれ、市民一人ひとりが、安全で「健やか」に、生涯を通し

て安心して暮らすことができる、誰もが「ずっと住み続けたいまち」を、ここに集う全ての人

とともに育んでいきます。 

このような想いから、「自然と活力あふれる健やか交流都市かもがわ～みんなが集い とも

に育む ずっと住み続けたいまち～」を本市の将来像として設定したいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然と活力あふれる健やか 交流都市かもがわ 
～みんなが集い ともに育む ずっと住み続けたいまち～ 

 

 

 

資料１ 

まちづくりの基本理念（原案）の設定について 将来像（原案）の設定について 

 

基本理念１ 「交流」のまちづくり 

多くの人々が集う、交流に支えられた賑わいあふれるまちづくりを進めます。 
 
 

基本理念２ 「元気」のまちづくり 

地域全体が活力にあふれ、住む人も訪れる人も元気になる、住んでみたい、ずっと住み続けたいまちづ

くりを進めます。 
 
 

基本理念３ 「環境」のまちづくり 

豊かな自然環境と快適な生活環境が調和した、持続的に発展可能なまちづくりを進めます。 
 
 

基本理念４ 「協働」のまちづくり 

産学民官の連携による協働のまちづくり・ひとづくりのもと、みんなが主役のまちづくりを進めます。 
 
 

基本理念５ 「安心」のまちづくり 

市民一人ひとりが安全で健やかに、生涯を通して安心して暮らすことができるまちづくりを進めます。 

◆「交流」のまちづくり … 歴史・文化やスポーツ教育を通じた交流の促進、小中一貫教育の推進 など 

◆「元気」のまちづくり … 子どもたちの学力・体力の向上 など 

◆「環境」のまちづくり … 豊かな自然環境を活用した参加型学習の推進 など 

◆「協働」のまちづくり … 地域等との連携（地域学習の場の提供・ボランティア支援） など 

◆「安心」のまちづくり … 学校施設の耐震化 など 
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【見直しの考え方】 

 

自然と活力あふれる健やか交流都市かもがわ 
～みんなが集い ともに育む ずっと住み続けたいまち～ 
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◆第２次鴨川市総合計画のイメージ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    基本方針１            基本方針２             基本方針３             基本方針４            基本方針５            基本方針６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊基本構想に示す将来像や基本方針を具現化するために必要な施策について、施策別の現状・課題・目標のほか、重点的に実施すべき事業などを体系的に示すため策定するものです。 

施策別の成果目標を設定します。 

重点的かつ分野を横断的に推進する「（仮称）戦略プロジェクト」を、地方版総合戦略の策定に合わせて設定します。 

 

基
本
構
想 

「まちづくりの基本理念」 

基本理念１ 「交流」のまちづくり   多くの人々が集う、交流に支えられた賑わいあふれるまちづくりを進めます。 

基本理念２ 「元気」のまちづくり   地域全体が活力にあふれ、住む人も訪れる人も元気になる、住んでみたい、ずっと住み続けたいまちづくりを進めます。 

基本理念３ 「環境」のまちづくり   豊かな自然環境と快適な生活環境が調和した、持続的に発展可能なまちづくりを進めます。 

基本理念４ 「協働」のまちづくり   産学民官の連携による協働のまちづくり・ひとづくりのもと、みんなが主役のまちづくりを進めます。 

基本理念５ 「安心」のまちづくり   市民一人ひとりが安全で健やかに、生涯を通して安心して暮らすことができるまちづくりを進めます。 

「将来人口等の見通し」 

※ 地方人口ビジョンの策定に合わせて設定します。 

「土地利用構想」 

※ 都市計画マスタープランの改定に合わせて設定します。 

(1) 計画的な土地利用の推進 

(2) 市街地の整備 

(3) 住宅対策の充実 

(4) 道路網の整備 

(5) 公共交通機関の充実 

(6) 情報ネットワークの整備 

「まちづくりの基本方針」及び「施策の大綱」  ※参考として現行計画（第１次基本構想）の内容を掲載しています。 

(1) 環境施策の推進 

(2) 公園・緑地の整備 

(3) 上水道の整備 

(4) 下水道の整備 

(5) 環境衛生対策の充実 

(6) 消防・防災対策の充実 

(7) 交通安全・防犯対策の充実 

(8) 消費者対策の充実 

(1) 農林業の振興 

(2) 水産業の振興 

(3) 商工業の振興 

(4) 観光・リゾートの振興 

(5) 雇用対策の推進 

(1) 学校教育の充実 

(2) 生涯学習の充実 

(3) 青少年の健全育成 

(4) 市民文化の振興 

(5) 市民スポーツの振興 

(6) 国際交流・地域間交流の 

推進 

(1) 保健・医療の充実 

(2) 地域福祉の充実 

(3) 子育て支援の充実 

(4) 高齢者施策の充実 

(5) 障害者施策の充実 

(6) 社会保障の充実 

(1) 新時代のコミュニティ形成 

(2) 住民と行政との協働のまち 

  づくりの推進 

(3) 男女共同参画社会の形成 

(4) 効率的な自治体経営の推進 

新時代における 

交流拠点の都市 

環境と共生する 

快適で安全な都市 

活力に満ちた 

産業の都市 

創造性あふれる 

教育文化の都市 

うるおいのある 

健康福祉の都市 

みんなで創る 

協働・自立の都市 
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自然と活力あふれる健やか交流都市かもがわ 
 ～みんなが集い ともに育む ずっと住み続けたいまち～ 

「将来像」 


